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１【提出理由】

　当社および当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いた

しましたので、金融商品取引法第24条の５第４項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号およ

び第19号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 
２【報告内容】

(1)連結決算（減損損失）

①当該事象の発生日付

　2026年３月26日

②当該事象の内容

　連結子会社であるTOPAS Advanced Polymers GmbH（以下、TAPG社）について、稼働時期の見直し等事業計画の見直し

を行った結果、収益性の低下が認められるため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計

上しております。

③当該事象の損益に与える影響額

 2026年３月期の連結決算において、上記に係る減損損失32,425百万円を特別損失として計上いたしました。

 

(2)個別決算（債務保証損失引当金繰入額）

①当該事象の発生日付

　2026年４月27日

②当該事象の内容

　TAPG社への債務保証等に係る損失に備えるため、被保証者の財政状態等を勘案し、債務保証損失引当金を計上してお

ります。

③当該事象の損益に与える影響額

　2026年３月期の個別決算において、上記に係る債務保証損失引当金繰入額24,322百万円を特別損失として計上いたし

ました。

なお、当該債務保証損失引当金繰入額は個別決算のみで計上されるものであり、連結業績に影響を与えるものではあり

ません。

 

(3)個別決算（剰余金の配当）

①当該事象の発生日付

　2026年１月29日

②当該事象の内容

　当社の連結子会社であるDaicel (China) Investment Co., Ltd.より剰余金の配当を2026年２月10日に受領いたしまし

た。

③当該事象の損益に与える影響額

　2026年３月期の個別決算において、上記に係る受取配当金10,950百万円を営業外収益に計上いたしました。

なお、当該受取配当金は個別決算のみで計上されるものであり、連結業績に影響を与えるものではありません。

 

  以　上
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